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連帯債務に関する見直し

連帯債務者の１人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生

ずる（現§434）。
連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も、その連帯債務者の負担部分

については、他の連帯債務者にも効力が生ずる（現§437、439）。

連帯債務の絶対的効力事由を削減する。

連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

連帯債務者の一人についての免除、消滅時効の完成も、他の連帯債務者にも効力が生じない。

※ 本来は連帯債務者Ａに生じても他の連帯債務者Ｂに効力が生じない事由（相対的効力事由）に関し、債権者Ｃと他の

連帯債務者Ｂにおいて、Ａにその事由が生ずればＢにもその効力が生ずるなどという別段の意思を表示していたときは、

Ａに生じた事由のＢに対する効力は，その意思に従う（新§441但書）。

※ 連帯保証人についても、同様の改正（保証人に対する履行の請求は、主債務者に対して効力を生じない。新§458参照）。

改正法の内容

（現行法）

（問題の所在）
絶対的効力事由とした結果、次のような問題が生ずる。

連帯債務者の一人に対する履行の請求があったとしても、他の連帯債務者は当然には

そのことを知らず、いつの間にか履行遅滞に陥っていたなどといった不測の損害を受ける

おそれがある。

免除をした結果、他の連帯債務者に対して請求することができる額が減少するが、これ

は免除をした債権者の意思に反するおそれがある。

ある特定の連帯債務者から履行を受けるつもりであっても、全ての連帯債務者との関係

で消滅時効の完成を阻止する措置をとらなければならず、債権者の負担は大きい。
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